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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

規

則

○
東
京
都
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備

及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…（
福
祉
局
障
害
者
施
策
推
進
部
施
設
サ
ー
ビ
ス
支
援
課
）…
一

○
東
京
都
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営

の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
一

告

示

○
都
市
計
画
の
変
更
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…（
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
土
地
利
用
計
画
課
）…
二

○
国
土
調
査
と
し
て
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
二

○
都
市
計
画
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…（
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
開
発
企
画
課
）…
二

○
港
湾
施
設
の
供
用
中
止
…
…（
港
湾
局
港
湾
経
営
部
経
営
課
）…
三

告

示
（
水
）

○
昭
和
四
十
六
年
東
京
都
水
道
局
告
示
第
十
五
号
（
東
京
都

水
道
局
出
納
取
扱
金
融
機
関
及
び
収
納
取
扱
金
融
機
関
の

指
定
）
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

公

告

○
東
京
都
水
道
局
調
布
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
業
務
内

容
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
水
道
局
）…
三

○
東
京
都
水
道
局
府
中
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
一
部
業

務
の
所
管
区
域
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
三

○
東
京
都
水
道
局
日
野
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
業
務
内

容
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
四

○
東
京
都
水
道
局
八
王
子
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
一
部

業
務
の
所
管
区
域
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
四

○
東
京
都
水
道
局
あ
き
る
野
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
業

務
内
容
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
四

○
東
京
都
水
道
局
青
梅
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
一
部
業

務
の
所
管
区
域
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
四

規

則

東
京
都
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運

営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公

布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
七
十
六
号

東
京
都
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、

設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運

営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
東
京
都
規
則

第
百
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
中
「
掲
げ
る
健
康
診
断
が
」
を
「
掲
げ
る
健
康
診
断
又
は

健
康
診
査
（
母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第

十
二
条
又
は
第
十
三
条
に
規
定
す
る
健
康
診
査
を
い
う
。
同
表
に
お

い
て
同
じ
。
）
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
健
康
診
断
等
」
と
い

う
。
）
が
」
に
、
「
当
該
健
康
診
断
」
を
「
当
該
健
康
診
断
等
」
に
、

「
健
康
診
断
の
結
果
」
を
「
健
康
診
断
等
の
結
果
」
に
改
め
、
同
条

の
表
中

「

」
を

「

」
に

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準

に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
七
十
七
号

東
京
都
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び

運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

東
京
都
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準

に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
東
京
都
規
則
第
百
六
十

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
号
中
「
幼
児
（
」
の
下
に
「
第
七
条
の
表
及
び
」
を

加
え
る
。

第
七
条
中
「
掲
げ
る
健
康
診
断
が
」
を
「
掲
げ
る
健
康
診
断
又
は

健
康
診
査
（
母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第

十
二
条
又
は
第
十
三
条
に
規
定
す
る
健
康
診
査
を
い
う
。
同
表
に
お
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い
て
同
じ
。
）
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
健
康
診
断
等
」
と
い

う
。
）
が
」
に
、
「
当
該
健
康
診
断
」
を
「
当
該
健
康
診
断
等
」
に
、

「
健
康
診
断
の
結
果
」
を
「
健
康
診
断
等
の
結
果
」
に
改
め
、
同
条

の
表
中

「

」
を

「

」
に

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
四
十
四
号

東
京
圏
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
が
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
法

（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
国
家
戦

略
都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
事
業
を
定
め
た
同
法
第
八
条
第
一
項
の

区
域
計
画
に
つ
い
て
、
令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日
付
け
で
同
法
第

九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ

る
認
定
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
東
京
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
が
さ
れ
た
も
の
と
み
な

さ
れ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二

十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
し
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

品
川
駅
西
口
地

区
地
区
計
画

変
更
す
る
区
域

港
区
高
輪
三
丁
目
地
内

二

関
係
図
書
の
縦
覧

場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
港
区
役
所

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
四
十
五
号

東
京
圏
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
が
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
法

（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
国
家
戦

略
都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
事
業
を
定
め
た
同
法
第
八
条
第
一
項
の

区
域
計
画
に
つ
い
て
、
令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日
付
け
で
同
法
第

九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ

る
認
定
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
東
京
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
が
さ
れ
た
も
の
と
み
な

さ
れ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二

十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
し
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

田
町
駅
東
口
地

区
地
区
計
画

追
加
す
る
部
分

港
区
芝
浦
三
丁
目
及
び
芝
五
丁
目
各
地

内
変
更
す
る
部
分

港
区
芝
浦
三
丁
目
及
び
芝
浦
四
丁
目
各

地
内

二

関
係
図
書
の
縦
覧

場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
港
区
役
所

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
四
十
六
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
国
土
調
査
（
地
籍
調
査
）
と
し

て
指
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

国
土
調
査
指
定
年
月
日

令
和
七
年
十
一
月
十
九
日

二

調
査
を
行
う
者
の
名
称

世
田
谷
区

三

調
査
地
域

世
田
谷
区
喜
多
見
三
丁
目
の
一
部

四

調
査
期
間

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
四
十
七
号

東
京
圏
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
が
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
法

（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
国
家
戦

略
都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
事
業
を
定
め
た
同
法
第
八
条
第
一
項
の

区
域
計
画
に
つ
い
て
、
令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日
付
け
で
同
法
第

九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ

る
認
定
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
東
京
都
市
計
画
都
市
再
生
特
別
地
区
の
変
更
が
さ
れ
た
も

の
と
み
な
さ
れ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
し
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
に
供
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す
る
。令

和
七
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
都

市
再
生
特
別
地
区

（
田
町
駅
東
口
地

区
）

追
加
す
る
部
分

港
区
芝
浦
三
丁
目
地
内

二

関
係
図
書
の
縦
覧

場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
四
十
八
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
港
湾
施
設
の
供
用
を
中
止
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

種
類

名
称

規
模

所
在
地

期
間

船
舶

給
水

施
設

晴
海
ふ

頭
船
舶

給
水
施

設

給
水
栓
十
五
個

の
う
ち
十
五
個

中
央
区
晴

海
五
丁
目

十
三
番
及

び
十
五
番

令
和
八
年
一
月
六

日
か
ら
同
年
二
月

十
日
ま
で

告

示
（
水
）

◉
東
京
都
水
道
局
告
示
第
八
号

昭
和
四
十
六
年
東
京
都
水
道
局
告
示
第
十
五
号
（
東
京
都
水
道
局

出
納
取
扱
金
融
機
関
及
び
収
納
取
扱
金
融
機
関
の
指
定
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
水
道
局
長

山

口

真

二
収
納
取
扱
金
融
機
関
の
表
㈠
納
入
者
か
ら
公
金
を
収
納
す
る
事

務
を
行
う
機
関
の
部
株
式
会
社
八
十
二
銀
行
の
項
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

株
式
会
社
八
十
二
長
野
銀

行

日
本
国
内
で
業
務
を
営
む
全
て
の
店

舗
（
代
理
店
を
除
く
。
）

二
収
納
取
扱
金
融
機
関
の
表
㈠
納
入
者
か
ら
公
金
を
収
納
す
る
事

務
を
行
う
機
関
の
部
株
式
会
社
Ｓ
Ｍ
Ｂ
Ｃ
信
託
銀
行
の
項
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

楽
天
銀
行
株
式
会
社

日
本
国
内
で
業
務
を
営
む
全
て
の
店

舗
（
代
理
店
を
除
く
。
）

公

告

東
京
都
水
道
局
調
布
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
業

務
内
容
の
変
更
に
つ
い
て

東
京
都
水
道
局
調
布
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
業
務
内
容
の
変

更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
水
道
局
長

山

口

真

一

業
務
内
容
を
変
更
す
る
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
名
称

東
京
都
水
道
局
調
布
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

二

所
在
地

調
布
市
国
領
町
七
丁
目
二
十
九
番
地
五

三

変
更
す
る
業
務
内
容

変
更
前

㈠

水
道
使
用
に
係
る
申
込
み
の
受
付
に
関
す
る
こ
と
。

㈡

水
道
料
金
、
下
水
道
料
金
、
手
数
料
、
工
費
等
の
徴
収
及
び

収
納
に
関
す
る
こ
と
。

㈢

給
水
装
置
の
新
設
、
改
造
、
撤
去
工
事
等
の
申
込
受
付
、
設

計
審
査
、
工
事
検
査
等
に
関
す
る
こ
と
。

変
更
後

㈠

手
数
料
、
工
費
等
の
徴
収
及
び
収
納
に
関
す
る
こ
と
。

㈡

給
水
装
置
の
新
設
、
改
造
、
撤
去
工
事
等
の
申
込
受
付
、
設

計
審
査
、
工
事
検
査
等
に
関
す
る
こ
と
。

四

変
更
年
月
日

令
和
八
年
一
月
十
三
日

東
京
都
水
道
局
府
中
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
一

部
業
務
の
所
管
区
域
の
変
更
に
つ
い
て

東
京
都
水
道
局
府
中
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
一
部
業
務
の
所

管
区
域
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
水
道
局
長

山

口

真

一

所
管
区
域
を
変
更
す
る
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
名
称

東
京
都
水
道
局
府
中
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

二

所
在
地

府
中
市
寿
町
三
丁
目
四
番
地
の
六

三

業
務
内
容

㈠

水
道
使
用
に
係
る
申
込
み
の
受
付
に
関
す
る
こ
と
。

㈡

水
道
料
金
、
下
水
道
料
金
、
手
数
料
、
工
費
等
の
徴
収
及
び

収
納
に
関
す
る
こ
と
。

㈢

給
水
装
置
の
新
設
、
改
造
、
撤
去
工
事
等
の
申
込
受
付
、
設

計
審
査
、
工
事
検
査
等
に
関
す
る
こ
と
。

四

所
管
区
域
の
変
更
の
対
象
と
な
る
業
務
内
容

㈠

水
道
使
用
に
係
る
申
込
み
の
受
付
に
関
す
る
こ
と
。

㈡

水
道
料
金
、
下
水
道
料
金
等
の
徴
収
及
び
収
納
に
関
す
る
こ

と
。
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五

変
更
す
る
所
管
区
域

変
更
前

府
中
市
及
び
小
金
井
市
の
区
域

変
更
後

三
鷹
市
、
府
中
市
、
調
布
市
、
小
金
井
市
及
び
狛
江

市
の
区
域

六

変
更
年
月
日

令
和
八
年
一
月
十
三
日

東
京
都
水
道
局
日
野
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
業

務
内
容
の
変
更
に
つ
い
て

東
京
都
水
道
局
日
野
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
業
務
内
容
の
変

更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
水
道
局
長

山

口

真

一

業
務
内
容
を
変
更
す
る
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
名
称

東
京
都
水
道
局
日
野
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

二

所
在
地

日
野
市
多
摩
平
二
丁
目
七
番
地
の
二

三

変
更
す
る
業
務
内
容

変
更
前

㈠

水
道
使
用
に
係
る
申
込
み
の
受
付
に
関
す
る
こ
と
。

㈡

水
道
料
金
、
下
水
道
料
金
、
手
数
料
、
工
費
等
の
徴
収
及
び

収
納
に
関
す
る
こ
と
。

㈢

給
水
装
置
の
新
設
、
改
造
、
撤
去
工
事
等
の
申
込
受
付
、
設

計
審
査
、
工
事
検
査
等
に
関
す
る
こ
と
。

変
更
後

㈠

手
数
料
、
工
費
等
の
徴
収
及
び
収
納
に
関
す
る
こ
と
。

㈡

給
水
装
置
の
新
設
、
改
造
、
撤
去
工
事
等
の
申
込
受
付
、
設

計
審
査
、
工
事
検
査
等
に
関
す
る
こ
と
。

四

変
更
年
月
日

令
和
八
年
一
月
十
三
日

東
京
都
水
道
局
八
王
子
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の

一
部
業
務
の
所
管
区
域
の
変
更
に
つ
い
て

東
京
都
水
道
局
八
王
子
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
一
部
業
務
の

所
管
区
域
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
水
道
局
長

山

口

真

一

所
管
区
域
を
変
更
す
る
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
名
称

東
京
都
水
道
局
八
王
子
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

二

所
在
地

八
王
子
市
元
本
郷
町
四
丁
目
十
九
番
一
号

三

業
務
内
容

㈠

水
道
使
用
に
係
る
申
込
み
の
受
付
に
関
す
る
こ
と
。

㈡

水
道
料
金
、
下
水
道
料
金
、
手
数
料
、
工
費
等
の
徴
収
及
び

収
納
に
関
す
る
こ
と
。

㈢

給
水
装
置
の
新
設
、
改
造
、
撤
去
工
事
等
の
申
込
受
付
、
設

計
審
査
、
工
事
検
査
等
に
関
す
る
こ
と
。

四

所
管
区
域
の
変
更
の
対
象
と
な
る
業
務
内
容

㈠

水
道
使
用
に
係
る
申
込
み
の
受
付
に
関
す
る
こ
と
。

㈡

水
道
料
金
、
下
水
道
料
金
等
の
徴
収
及
び
収
納
に
関
す
る
こ

と
。

五

変
更
す
る
所
管
区
域

変
更
前

八
王
子
市
の
区
域
（
一
部
区
域
を
除
く
。
）

変
更
後

八
王
子
市
（
一
部
区
域
を
除
く
。
）
及
び
日
野
市
の

区
域

六

変
更
年
月
日

令
和
八
年
一
月
十
三
日

東
京
都
水
道
局
あ
き
る
野
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

の
業
務
内
容
の
変
更
に
つ
い
て

東
京
都
水
道
局
あ
き
る
野
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
業
務
内
容

の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
水
道
局
長

山

口

真

一

業
務
内
容
を
変
更
す
る
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
名
称

東
京
都
水
道
局
あ
き
る
野
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

二

所
在
地

あ
き
る
野
市
秋
川
三
丁
目
二
番
地
十

三

変
更
す
る
業
務
内
容

変
更
前

㈠

水
道
使
用
に
係
る
申
込
み
の
受
付
に
関
す
る
こ
と
。

㈡

水
道
料
金
、
下
水
道
料
金
、
手
数
料
、
工
費
等
の
徴
収
及
び

収
納
に
関
す
る
こ
と
。

㈢

給
水
装
置
の
新
設
、
改
造
、
撤
去
工
事
等
の
申
込
受
付
、
設

計
審
査
、
工
事
検
査
等
に
関
す
る
こ
と
。

変
更
後

㈠

手
数
料
、
工
費
等
の
徴
収
及
び
収
納
に
関
す
る
こ
と
。

㈡

給
水
装
置
の
新
設
、
改
造
、
撤
去
工
事
等
の
申
込
受
付
、
設

計
審
査
、
工
事
検
査
等
に
関
す
る
こ
と
。

四

変
更
年
月
日

令
和
八
年
一
月
十
三
日

東
京
都
水
道
局
青
梅
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
一

部
業
務
の
所
管
区
域
の
変
更
に
つ
い
て
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東
京
都
水
道
局
青
梅
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
一
部
業
務
の
所

管
区
域
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
水
道
局
長

山

口

真

一

所
管
区
域
を
変
更
す
る
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
名
称

東
京
都
水
道
局
青
梅
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

二

所
在
地

青
梅
市
師
岡
町
一
丁
目
千
三
百
一
番
地
の
十

三

業
務
内
容

㈠

水
道
使
用
に
係
る
申
込
み
の
受
付
に
関
す
る
こ
と
。

㈡

水
道
料
金
、
下
水
道
料
金
、
手
数
料
、
工
費
等
の
徴
収
及
び

収
納
に
関
す
る
こ
と
。

㈢

給
水
装
置
の
新
設
、
改
造
、
撤
去
工
事
等
の
申
込
受
付
、
設

計
審
査
、
工
事
検
査
等
に
関
す
る
こ
と
。

四

所
管
区
域
の
変
更
の
対
象
と
な
る
業
務
内
容

㈠

水
道
使
用
に
係
る
申
込
み
の
受
付
に
関
す
る
こ
と
。

㈡

水
道
料
金
、
下
水
道
料
金
等
の
徴
収
及
び
収
納
に
関
す
る
こ

と
。

五

変
更
す
る
所
管
区
域

変
更
前

青
梅
市
、
瑞
穂
町
及
び
奥
多
摩
町
の
区
域

変
更
後

青
梅
市
、
福
生
市
、
あ
き
る
野
市
、
瑞
穂
町
、
日
の

出
町
及
び
奥
多
摩
町
の
区
域

六

変
更
年
月
日

令
和
八
年
一
月
十
三
日
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